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児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱新旧対照表 (案 )

新 l日

判t

児童虐待・DV対策等総合支援 事業費国庫補助企交イJ要綱

(通 則 )

1 児童虐待・ I)V対策等総合支援事:業 費国庫補助金については、 1算の範囲内において交

付する1)の とし、補助金等に係る 予算の執行の適正化に関する法律 (日

“

和 30年法律第 179

号)、 補助企等に係る 予算の執行の適工化に渕する法律施行令 (昭 和 30年政令第 255号 .

以 ド「適正化法施行令 Jと い う。)及び厚生労働省 |りi管 補助金等交付規則 (平 成 12年

厚生省

労働省 
令第 6号 )の 規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交 付の目的 )

2 この補助金は、別表の第 1欄 に掲げる児童虐待防止対策牛支援 事:業 及びDV・ 女性保護

対策等支援事業の実施に要する経費に対し補助金を交付 し、モ)つ て地域における児童虐待

・DV対策等の 層の普及促進を図ることを日的 とする。

(交付の対象 )

3 この補助金は次の事:業 を対象とする。

)児童虐待防 I卜 対策等支援 事業

ア 平成 17年 5月 2日 雇児発γ」0502001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知

の別紙 「児童虐待防 |に 対策支援事i業 実施要綱 |に 基づき、欄
`道

府県、指定都「if及 び

児童村談所設置 1子 が行 う児童虐待防 :に 対策支援 事業

イ 平成 17年 3月 28日 雇児発第 0328006号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局k通 知

の別紙 |ひ きこt,り 等児童福祉対策事業実施要綱 |に 基づき、都道府県、指定都 lj及

び児童れ1談 所設置 iが 行 うひきこ t,り 等児童福祉対策 事業

ウ 児童家庭支援センター運営等事業

(ア )平成 10年 5月 18H児 発第 397号 厚生省児童家庭局長通力Iの 別紙 1「 児童家庭

支援センター設置運営要綱 |に 基づき、都道府県、指定都 lj及 び児童相談所設置市

が行 う児童家庭支援センター運営事:業

(イ )平成 lo年 5月 181]児 発第 397号 厚生省児童家庭局長通知の別紙 2「 退所児童

紙

児童虐待・ I)V対策等総合支lt事:業 費国
"「

補助金交イJ要 綱

(通 則 )

1 り占童IL待・ I)V対策等総合支援 ホ:業 費国 1革 補助企については、 予算の範囲内において交

イ1す る ()の とし、補助金等に係る 予算の.t行 の適 II:化 に関する法律 (日召和 30年法律第 179

号)、 補助金等に係る 予算の執行の適 ll:化 に関する法律施行令 (昭 和 30年政令第 255号 .

以 卜 1適 正化法施行令 |と い う.)及 び厚生労働省所管補助金等交付規則 (平成 12年

厚生省

労llll省  
令第 6号 )の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる.

(交 付の目的 )

2 この補助金は、別表の第 1欄 に掲げる児童虐待防 lに 対策等支援 事:業及びDV・ 女性保護

対策等支援事:業 の実施に要する経費に対 し補助金を交付 し、 1)っ て地域における児童虐待

・ I〕 V対策等の 層の普及促進を図ることを目的 とする.

(交 イ1の対象)

3 この補助企は次の 事:業 を対象とする.

)児童虐待防 l卜 対策等支援事:業

ア 平成 17年 5月 2日 雇児発第 0502001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知|

の別紙 「児童虐待防 |卜 対策支援 事業実施要綱Jに 基づき、都道府県、指定都 ||,及 び

児童村1談所設置 Iliが 行 う児童虐待防 L対 策支援 事業

イ 平成 17年 3月 28日 雇児発第 0328006号 厚生労lEh省 雇用均等・児童家庭局長通知

の別紙 「ひきこ 1)り 等児童福祉対策事業実施要綱Jに 基づき、都道府県、指定都 市及

び児童相談所設置 |」 が行 うひきこ t)り 等児童福祉対策事業

ウ 児童家庭支援センター運営等 事業

(ア )平成 10年 5月 18日 児発第 397号厚生省児童家庭局長通知の別紙 1「 児童家庭

支援センター設置運営要綱Jに 基づき、都道府県、指定都 |lf及 び児童相談所設置 li

が行 う児童家庭支援センター運営事業

(イ )平成 10年 5月 18日 児発第 397号厚生省児童家庭局長通力1の 別紙 2「 退所児童 （壽
羊
ｔ
）
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等アフターケア事:業 実施要綱 |に 基づき、欄S道 府県、指定都 lj及 び児童相談所設 1霞

市が行 う退所児童等アフターーケアカ業

平成 20年 4月 1日 雇児発第 0401011号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 1を 通知|の

別紙 1嘔 親支援機関事業実施要綱 Jに 基づき、都道府県、指定湖
`j及

び児童れ1談 Pl設

置市が行 う里親支援機関事業

オ 平成 21年 3月 311]雇児発第 0331014号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知l

の別紙 1基 幹的職員研修 事業実施要綱Jに l■ づき、都道府県、指定都 lf及 び児童相談

所設置市が行 う来幹的職 員研修事業

力 平成 19年 4月 23「 1雇 児発第 0423005号 厚イL労働省雇用均等・りこ童家庭局長 l ll知 |

の別紙 「身元保証人確保対策 事業実施要綱Jに 基づき、都道府県、指定都 |∫ 、中核 lj

及び児童相談所設置 |∫ が行 う身元保証人確保対策事:業

キ 平成 19年 4月 2311雇 児発第 0423005号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長llh力 |

の別紙 「身元保証人確保対策 事:業 実施要綱Jに 基づき、 lf及 び福祉 喘:務所を設置する

町村が行 う身元保 lT人 確保対策 tl業 (母 F生 活支援施設分に 根る_)に 対 して襴S道 府

県が補助するヤ業

(2)DV・ 女性保護対策等支援 事:業

ア 昭和 38年 3月 19日 厚生省発社第 34号厚生事:務 次官通知|「 婦人保護 齢:業 の実施要

領についてJの 第四の 5に 基づき、都道府県、指定都 lj、 中核 |∫ 及び ljが 行 う帰人‖|

談員活動強化事:業

イ 売春防 |11活 動・DV対策機能強化事:業

(ア )昭和 38年 3月 19日 厚生省発社第 34号厚生手:務 次官通知|「 婦人保護 車:業 の実施

要領についてJの 第 lLlの 1の (2)及 び同 3の (2)の アに来づき都道府県が行 う

婦人保護事業に係る啓発活動事業

(イ )平成 3年 6月 12日 社生第 8o号 厚生省社会局長通力lの 別紙 f婦 人保護施設 i量 所者

自立生 7F援助事業実施要領Jに 基づき都道府県が行 う婦人保護施設退Pl者 自 たヾ生活

援助事:業

(ウ )平成 22年 3月 29「 1雇 児発 o329第 10号 厚4i tt lll省 雇用均等・児童家庭局長通

知の別紙 1休 日夜問電話相談喘:業 及び法的対応機能強化」業実 llL要 綱 |の 1に llづ

き、都 i重 府県が行 う体 日夜問電話‖談与:業

(工 )平成 14年 5月 30H雇 児発第 0530006号 1亨
′
li労働省lF用 均等・ lL童 家庭局J(通

力の別紙 [配 偶者からの暴力被害 女性保護 支援ネ ノトワ~ク

“

業及びInt LJ tt PЧ イ‖修

事:業 実施要綱 |の 1に
'こ

づき都道唯「県が行 う配 lTl者 か′)′ )暴 ノJ被害者{ht護 支援 ネ ン

トワーク事業

等アフターケア♯業実施要綱Jに基づき、都道府県、指定都 IJ及 び児童相談所設 |ど

市が行 う退所児童等アフターケア事業

工 平成 20年 4月 11]雇 児発第 0401011号 厚生労働省雇用均等・りこ童家庭局長通力の

別紙 I FF親 支援機 判手:業 実施要綱 Jに 基づき、都道府県、In~定 都 |lj及 び児童‖1談 所設

置 iが 行 う里親支援機関事:業

オ 平成 21年 3月 31日 雇児発第 0331014号 厚生労働省雇用均等・児童家庭卜t長 通知

の別紙 1来 幹的職員研修ホ:業 実施要綱Jに 基づき、都 i重 府県、指定濁S lf及 び児童湘1談

所設置 ljが 行 うll幹的職員研修車:業

力 平成 19年 4月 23日 雇児発第 0423005号 厚生労 lll」 省雇用均等・児童家庭局長iFl気 l

の別紙 「身元保証 人確保対策事:業 実施要綱Jに
'Iに

づき、都道府県、指定都市、 |1核 市

及び児童利談,T設 置市が行 う身元保証人確保対策 事:業

キ 平成 11)年 4月 23日 雇児発第 0423005号 厚 Ji労 働省雇用均等・児童家庭局長通知l

σD別 紙 「身元保証人確保対策 事:業 実施要綱 |に 1ヽ づき、 lf及 び福祉 事務所を設置する

町村が行 う身 元保証人確保対策 事:業 (母 了生活支援施設分に限る.)1■ 対 して都道府

県が補助する事業

(2)I)V・ 女性保護対策等支援 事:業

ア 昭和 38年 3月 19‖ 厚生省発社第 34号厚生 事:務 次官通力|1婦 人保護 `=業 の実施要

領についてJの 第 PЧ の 5に 基づき、都 ,■ 府県、指定欄∫lj、  |1核 市及び |IJが 行 う婦人有

談員活動強化事業

イ 売春防「 活動・ DV対策機能強化幸:業

(ア )昭 和 38年 3月 191i厚 生省発社第 34号厚生事:務 次官通力|「 婦人保護 事:業 の実施

要領について |の 第四の 1の (2)及 び 司3の (2)の アに基づき都道府県が行 う

婦人保護 事業に係る啓発活動 事:業

(イ )平成 3年 6月 12同 社生第 80号厚生省社会局長通知の別紙 「婦人保護施設lLK所 者

自立生活援助 事:業 実施要領 |に 基づき襴
`道

府県が行 う|.l人 保護施設退所者自立生活

援助喘:業

(ウ )平成 22年 3月 29口 ,に 児発 0329第 10号 1享 41労 働省雇用均等・児童家 177Tプ ロ,長 ll

知の別紙 1休「l夜 ‖l電 話‖談ウ:業 及び法的対応機能強化十:41実 施要綱Jの 1に 基づ

き、4`ll府 県が行 う体 ll夜 ‖1電 話‖1談 事:上

(工 )平 成 1■ 年 5月 3011鷹 児発第 0530006号厚 4i労 働省雇用均等・児童家庭た,11(通

知の別紙 1配 l rl者 か′,の スノブ被告 女性保護支援 ネットワーーク事:業 及びllpl員 専ll lイ

'「

修

事業実施要綱 |。 )1に 基づき拓;li l府 県が行 う配イト1者 か らの暴ノリ被害者保 i隻 支援 ネッ

トワー ク争業
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(オ )平成 14年 5月 30H雇 児発第 0530006号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知|の 別紙 「配偶者からの暴力被害女性保護支援 ネットワー ク十:業 及び職Ц専門イ

'「

修

事業実施要綱Jの 2に 基づき都 il府 県が行 う配偶者からの暴力村談担当職員研修 十:

業

(力 )平成 21年 4月 611雇 り」発第 0406002号 lE生 労働省雇用均等・児童家庭局1=通 カ

1人 身 III引 被害者及び外国人 DV被害者を支援する専門通訳者養成樹F修 事業の実施

について ]に 基づき711道 府県が行 う専PH通 訳者養成研修事業

(キ )平成 22年 3月 2 9 Fl雇 児発 0329第 10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知の別紙 1休 日夜間電話相談事業及び法的対応機能強化事業実施要綱 Jの 2に 基づ

き、都道府県が行 う法的対応機能強化事:業

(交 付額の算定方法 )

4 この補助金の交付額は、別表の第 1欄 に定めるい1分 ごとに、次により算出された額の合

計額 とする。

(1)3の (1)の キ以外の事業

ア 別表の第 2欄 の各種 目ごとに、第 3欄 に定める基準額 と第 4欄 に定める対象経費の実

支出額 とを比較 して少ない方の額 と、総事:業 費から寄付金その他の収人額を控除 した額

とを比較 して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額に第 5欄 に定める補助率を乗 じて得た額を交付額 とする。ただ

し、交付411に 1,000円 未満の端数が生 じた場合には、これを切 り捨てる()の とする。

(2)3の (1)の キの事業

(1)の アに準 じて選定された額に 4分の 3を 乗 じて得た額の合計額 と、都道府県が

補助 した額の合計額 とを比較 して少ない方の額に第 5欄 に定める補助率を乗 じて得た額

を交付額 とする。ただし、交付額に 1,000円 未満の端数が生じた場合には、これを切 り

捨てるものとする。

(以 ド略 )

(オ )平成 14年 5月 30‖ 雇り己発第 o530006別事4:労 働省雇用均等・児童家庭 ln」 長通

知の別紙 「配 lTl者 からの暴ノJ被 害女性保護 支援ネットワー ク市:業 及び職員専門研修

事:業 実施要綱 |び)2に 基づき都 1迫 府県が行 う配偶者からの暴力‖1談 IF当 職員研修 事:

莱

(力 )平成 21イ |'4月 6日 雇児発第 0406002号 厚生労働省雇用均等・児童家庭 l.J IK通 知

1人 身取引被害者及び外LI tt DV被 害者を支援する専門通訳者養成OF修 事業の実施

についてJに
'1に

づき都 ,こ 府県が行 う専 PI通 訳者養成研修 事:業

(キ )1■成 22年 3月 29日 雇児発 o329第 10号 70生 労 lllJ省 雇用均等・児童家庭局長通

知の別紙 1休 日夜間電話和談事え及び法的対応機能強化 事●_実 施要綱Jσ )2に 基づ

き、都道府県が行 う法的対応機能強化事業

(交 付額の算定方法)

この補助金の交イ寸額は、別表の第 1欄 に定めるい:分 ごとに、次により算出された額の合

計額 とする。ただ し、算出されたメ:分 ごとの合計額に 1,000円 未満の端数が生 じた場合に

は、これを切 り捨てる 1)の とする

1)3の (1)の キ以外の事業

ア 別表の第 2欄 の各種 日ごとに、第 3欄 に定めるlt準額 と第 4欄 に定める対象経費の実

支出額 とを比較 して少ない方の額 と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除 した額

とを比較 して少ない方の額を選定する.

イ アにより選定された額に第 5欄 に定める補助率を乗 じて得た額を交付額 とする。

(2)3の (1)の キの事業

(1)の アに準 じて選定された額に 4分 の 3を 乗 じて得た額の合計額 と、都道府県が

補助 した額の合計額 とを比較 して少ない方の額に第 5欄 に定める補助率を乗 じて得た額

を交付額 とする。

(以 ド略 )



l対 象経 費 1対 象経 マヤ

児章虐
待防 |:

対策等
支lt事

業

児章1■

待方 L

対策支

妥事業

児章lL

i寺 1方 L

対策等

!章 虐

待防「
対策 支

l● 事 業

次により算出された額の合計額

協力体制整備事業 (主イ1児 童委員等
'「

修 )

l Fl・ 道府県 (指 定都市又は児童相談所設置市)

325 000「1

児量11イ寺坊「対

策 支援事業に必要
な報酬、旅費、需
用費 (lH耗品費、
教材費、印吊1製本

費、会議費、光熱

水費)、 賃金、備
品購入 rt、 役務 Fr

(通 信運搬費)、 報
償費、委託||、 イt用

*1及 てヽ賃1キ ll

支援事
業

kに より算出された額の合言1額

協力体 llttil事 業 (主任児童委員等石1修 )

1都 道府県 (指 定都市又は児童相談所設 Fl市 )当 たり

325,0001]l

カウンセ リング強化事業 (複 数実施口「ll)

児童相談所1か所
｀
%た り

・ カウンセ リング促進事業

706.00011]

・家族療法 1「 業

1,991,000「 il

・フ ァ ミリー グルー プ カンファ レン ス事業

3609,000円

・宿泊
'lЦ

事 業

4,355,000円

医療 的機 能 強化事業

1都道府 県 (指 定都 市 又は児 童相 談所 設 置 市)当 た り

2.108,000円

法的 対応機 能強化事 業

児童相 1淡 所 1か所 当た り

558,000円

スー パー バイ ズ 。権利擁 護機 能 強化事業

児 童相談所 1か所 当た り

511,00011

専
‖IJJ会 化事業

1都道府 県 (指 定都 市 又li児 章相 談所設 置 市)当 た り

250,000円

児童lL待 防 1卜 対
策支援事業に必要
な報酬、旅 ll、 需
用費 (消 耗nR費 、
教材費、印刷製本
貴、会議費、光熱

水費)、 賃金、備
品購入安、役務費
(通信運搬費)、 報

償費、委託料、使用
料及び賃l‐料

当た り

Ｎ
∞
「

カ ウンセ リン グ強 化事 業

児 童相談所 1か所 当た り

カ ウンセ リン グlt進 事 業

706,000円

家 族療法事 業

た施 可能 )

1,991,000円

フ ァ ミリー グルー プカ ンフ ァレン ス事業

3,609,000円

宿 泊型事業

4,355,000円

医療的機能 強化 事業

1都道府 県 (指 定都 市又は児 童相 談所設 置市)当 た り

2109.0001]1

法的対応機能強化事業

児 童相談所 1か所 当た り

558,000円

スー 六― バ ィズ・権利擁 護機能 強化 事業

児 改相談所 1か所 当た り

511,000円

専 世l性強 化事業

1都道府 県 (指 定都 市 又は り∴凝相 談所設 置 市)当 た り

250000円



7  時保護機 能強化事 業

児 改相 談所 1か所 当た り

1,640,000円  × 実施事業数 (配 置協力員種 T」 l数 )

8 市nl村 及び民‖lF■ 体 との連携 強化事業

(複 数実施 可IIC)

・ 市町本」及び 要保護 児童対策地域協議会 のヽ 支l●

児童相 談所 1か所 当た り

3.342,000円

・ 民間団体活 動推進 事業

1都道府 県 (指 定都 市又は児 童相談所設 置 市)当 た り

962,000円

・ 民出1岡 llN育 成事 業

1都 道府 県 (指定都 市又は児 童相談所設 置 市)当 た り

1,253,000P]

9  24H寺 ‖l・ 365111本 li」 Jifヒ 事業

り[1凝相 談所 1か所 当た り

5,619.000円

10 児 童福祉 司任 lll資 格取得のための石り「修 (講 習 会)等

l Fll慧 府県 (指定都市又はり己章相談所設置市)当 たり

698 0001il

H 評価・検証委it会 設置lL進 事業

1都首り′ザ県 (指 定拘;市 又は児童相談所設置市)当 たり

992,000「 T]

12 保護者指導 支援事業

1都 道府県 (指 定都市又It児改相談所1設 置 li)当 たり

4,800,000円

7  時イ呆護 |・I能 強 化 事業

児 童相談所 1カ J折 当た り

1,610,000円  × 実施事業数 (配 置協 力員種ワ1数 )

8 1i町 村及び lt‖ |IЛ 体 との連携強 化事 業

(複 数実 lll口 ∫能 )

・ 1ド H「ホ1及 び 要保護 児 章対策 l lj域 協議 会′ヽの 支l●

児 童相談所 1か所 当た り

3,312.000円

・ lt出 1月 体活 fllttlt事 業

1都 道府 県 (指定都 市 又は児童相 談所 設 置市)当 た り

962,000円

・ 1(問団体 育成事業

l椰
`;ill県

(指定 rl市 又は児章相 談所設 置 市)当 た り

1,253,000円

9 24時 ‖|・ 365‖ 体‖刊強化 事業

児章相談 1丁
「 1か所 当た り

5,637,00011〕

10 児章福祉 司イ千:用 資格取得のための研 修 (言 iF習 会)等

1都 i首府 県 (指 定都 市 又は児董相 談所 設 置 市)当 た り

691,000円

H 言「仙i・ 検証 委 員会 1支 置促進事業

1都 ilイ∫県 (指 定 ‖
`市

ては

'11章

相 談所設 置 市)当 た り

992,000「 ]

12 イ呆護 者指導 支援 事:業

1都 道ll県 (指 定 都 市 ては児 竜相 談 IT設 置 市)当 た り

5,000.000円

Ｎ
∞
∞

ひきこ kl[た り算 |||さ れ た額 の 合 FI額

1 ふれ あい心 の友訪 間l● 助 ・ルt護 者交流事 業

1都道府 県 (1旨 定 都市 又liり こ童相 談所設 置 市)当 ナ

615,680円

(ふ れ あい心 の 友 .ll間 援助 事業 を実施す る場 合 )

●メンタルフレン ド活fllピセ

.l間 111当 たり 2.855円

②事業実施甫1研修会費 169,000円

0活 fll検 討会

1口 当たり 30,000円

ひきこt,り 等児
童福社対策事業に
必要な報酬、給
本|、 賃金、報償
費、旅費、需用費

(1肖 卜[`占 せし、「 l昴 J

製本費、燃料費、
光熱水・・)、 役務
費 (通信運搬費)、

委言研 1、 備nn購 入

費、扶lll」 費

き こ

t,り 等
次によりtヽ 出された宵1の 合FI額

1 ふオtル )い 心の友ξ方‖l援 助・保護者交流事業

l ll・ 道ll l県 (指 定都市又は児章相談所設置市)当 ′

615,680円

(ふ れあい心の友I方 |‖援1カ 事業を実施する場合,

|)メ ンタルフレン ド活動費

訪 円1‖ 当たり 1.815]

②事業実施ハ|■「修会費 171.800円

0活 flllr討 会

1日 1当 たり 33,000円

てヽきit)り 等児
t,り 等
児童福
れL対 策
事業

り[t竜 福

祉文1策

事業

章福祉対策 事業 lr

要な報酬、給
、賃金、報饉

t、 旅費、需サ月費
(消 本色ハ占Jを 、「ヨ]fil

本士 燃 料 ll i

光熱水・・r)、 役務
イ,(j信運搬費)、

委託||、 備品購入
ピ1、 扶Hl」 費



Ｎ
∞
Φ

新 1日

ひきこt,り 等児童l.7白 等指導事業

①宿泊指導

児童1人 当たり‖額 3,570円

②通所指導

児童 1人 当たり‖額 2,1001]

ひきこもり等児章福祉教育連絡会議Jセ

1口 1当 たり 12.200円

ただし、 「ひきこ

もり等児童福社対
策事業の実施につ

いて1(平成 1711

3月 28H雇 児発第
0328006り l」 生労
llll省雇りll均 等・りこ
市家|を 力)長 j知

)

に定ダ)ろ 保護者の

負IIn相 当額を除
く、

2 ひきこt,り 等児童宿泊等指導事業

●宿泊指導

児章 1人 当たり日額 3.570円

0通 ,F指導

児童1人 当たりH灯1 2,100円

3 ひきこt)り 等児章福祉教育連絡会議費

1卜 1当 たり 12200円

ただし、「ひきこ

もり等児童福祉対
策事業の実施につ
いて」 (｀

「
成17年

3月 28日 雇児
y.第

3328006号 l‐ 41労

l■l ll雇 用均等・児
章家庭11)長 通■)

に定める保護者の

負ll相 当額を除
く̀

児 章家

庭 支援

セ ン

ター運

営 等 事

業

次により算出された額の合計額

1

`〕

児童家庭支援センター運営事業

運営費

1か所当たり

心lT療法等を担当する職員か常動の場合

イ
|:苦 1 12,695,000]|

心
'H療

法等を担当する職員が非常勤の場合

イil出 1   9,281,000「〕

(年 1芝途中の開始、又は(I11等 の場合)

心理療法等をキ1当 する職員が常勤の場 f)

月711 1,057,000円

心理療法等を担111ろ 職員が非常勤の場合

月額  773,000円

(1月 未満の場合は 1月 とする)

初度調弁費

1カ ワヽ〒当たり 420,000円

送所児章等アフターケア事業

運営でt

lか所当たり

7,186,000[|

(11度 途中の開始、又ri中 i等 の場合)

月額  598,000円

②

児童家庭支援セ
ンター運営事業に
必要な給 ll、 職員

「
当等、共済費、

旅費、需用費 (食

糧費、印刷製本

ゴを、 キ肖1色占占貴)、

役務費 (「 数

ll)、 報償費、報
酬 等

i基 所りll章 等アフ

ダーケア事業に必
要な報剛|、 給||、

職 il千 当等、共済
Jセ、報償費、賃
金、旅マセ、需‖〕ビt

(キギ||[ll p費 、「 ||]1

製本費 食糧費、
光熱水費)、 役務
マヤ (jj信 運搬
費)、 委託料、使
用料及び賃什本1、

備.n購 入費

1 /2

1 /2

児童家

庭支援

セ ン

ター渾

言等事

業

次により算出された額の合言1額

1 児童家庭支援ヤンター運営事業

〔])運営費

1か所当たり

心理療法等を担当する職員が常勤 ll場 合

イ
11は l 12.695,000円

心理療法等を中1当 する職員が非11勤の場合

イ:|11 9,281,000111

(年 度途 [IIの けH始 、又は中 1等 の場合)

心理療法等を11当 する職11が常勤の場合

月額 1,057,000円

心J・f療法等を‖1当 する職員が非常勤の場合

月額  773,0001り

(1月 未満の場合は 1月 とする)

② 初度 .l・1弁 rlr

lか所当たり 420,000円

lFN所 児市等ア フ ター ケア事 業

輝営 費

1か所 当オiり

7.18(,,000111

(イ
il支 途 中の開 始 、 又は中 1等 の場 合 )

サ1額   598.000111

児置家llr支 援セ
ンター運営事業に

必要な給料、職員

「
当等、共済費、

旅費、需用費 (食

糧費、印刷製本
費、消tt品費)、

役務費 (「 教
11)、 報償貴、報
馴 等

退所児童等アフ

ターケア事業に必
要な報酬、給 ll、

職員
「

当等、共済
費、報償Jを 、賃
金、旅イヤ、需用費

(IFl本 色ハ古イ1、「 」昴1

製本費 食糧ゼセ、
光熱 水イリ 、役務

費 (1■信 運搬

lta)、  委託料 、使

用 |1及び 賃
lL料

、

‖品∴購 入費

1/2

1/2



Ю
Ｏ
Ｏ

新 1日

里親 支

援機 1翅

事業

次に よ り算出 され た額 の 合言1額

里規 制度普及促 IIF事 業

1都 道府 県 (指 定都 市 又は 児童相談所設 置 市 )

3、 993.000円

里親委託推進・ 支援 等事業

1か所 当た り

7,492,000円

里親支援機 Ч事
業に必、要な賃金、
報酬、報償費、旅
費、需用費 (,肖 オ毛

「n安、印刷製本

費)、 役務費 (通

信運搬ft)、 委言〔

料、使用料及び賃
l■ ||

/2

当た り

肖」γト Hl除 削 除

ll親 支

援機 関

事 業

次に よ り算出 され た額 の 合計額

1 里 親 lll度 普 及 l LlfF事 業

1都 道府 県 (指 定 /111ド 又は 児 童IB談所設 置 市)当 た り

3,963,000円

2 里親委託推進 ・ 支援 等事 業

1か所 当た り

7,424,000円

Jl親 支l● 機 場事

業に老、要な賃金、

報酬、報償費、旅

費、需用費 (消耗
品費、日

'刷
製本

費)、 役務費 (通

信運搬費)、 委託

料、使用料及び賃

借料

1/2

(経 過措 置分 )里親 支援 事 業

次 に よ り算出 され た額 の 合言1額

1 基礎研修

1靴蒲‖F県 (指 lT獅

`市

マrtり「議相談 Ph言り置 Fh)当 な り

里親 支援 事 業に

必 要な報酬 、賃

金 、報償 費、旅

費、需 lll費 (消 耗

1/3

品 費、日1刷製 本

費) 役務 費 (通

512,000門

柳

1都道府県 (指定都市又は児童相談所設置市)当 たり

信 運搬 費 )、 委託

料  使 用料及び 賃

借 料

1.312.000円

…

事業

1都道府 県 (指 定都 市又は児童相 談所設 置 市)当 た り

924,0001]

4 里親 養育援助 事業

1都道府 県 (指 定都 市 又は 児童相 談所設 置 市)当 た り

8435.000円

5_里親養育相互送塾皇業

1か所当たり

510.000円

削 除 睡 肖」除 (経渦措置分)■l親委託推llE事業

坦童狙遼正 1か所当たり

4,315,000円

里親 委託推進事

に スがた報酬
1/2



Ｎ
〇
一

新 1日

基幹的

職 員 l ll

修 事業

次にてたり算出した額の合言1額

1都 j■府県 (指 定都市、児童相1談所「☆置t市)当 たり

…

ll i4的職員●1修 事
業に必要な報償
イ:、 旅費、需‖l費

(印刷製木費)、

l■用料及び賃l‐

料 賃金、委「[||

1/2 基幹的

lll員 イリ「

修 事業

次に にり算出 した符iの 合言1額

1都 ;詢付県 (指 11都「lj、 りt:章 相談 llll設 ‖ li)・ 1た り

171.0001[]

基幹的 lr l員 研修事

業に必 要な .l償

イt、 ll費 、需ハ1,そ

(印 吊1製 木イt)、
使用|1及 び賃l‐

||、 賃金 委:げ 1

1/2

身 元保

F正 人確

保 対策

事 業
就 IHl時 の身 元保証

施設退所 児 童等の保険 対象者 1人 当 /

10560円

賃貸住宅等の賃借 時の連‖保証

施設 ittl F児 章等の保 険対象 者 1人 当た り

19152円

身元保 ]「 人確保
対策事業に必要な
役務費(保 険料 )

1/2

市及ひ

福祉事

務所を

言11置 づ

る日Jホ l

/1｀ 行う

事業に

対して

都道府

県が補

助する

場合

2/3

身 元保

証 人確

保 対策

事業

次に よ り算出 され た額の 合計術:

就職 時の身 元保証

施設退所 児 童等の保険対 象者 1人 当た り

10,5601rl

賃貸住宅 等の賃 (卜時 υ〉連 |‖ 告ti正

施設 退所 り∴章等の保 険対 象 者 1人 :し た り

19152円

身元(‖証人個 l

対策事業に必要な
役務費(保 険料)

1/2

市及ひ

福祉事

務所を

設置す

る日J村

が行う

事業に

対して

都道イヤ

県が補

■l」 する

場合

2//3

DV・
女性保
護対策
等支援
事業

相

活

化

人

員

強

事業

次により算出された額の合言1額

1 '1人相談員活動強化対策費

(1)婦人相談員手当

厚生労働大臣がZ、 要と認めた,1人相談員の数の範

囲内における各月現員延数に酬 を乗じて算

定した額.,

ただし、婦人相談員を月の中途においてイ千免したとき

は、 1記該当額を限度として都道府県条例又は市条

"|
等に定める給与方法により算定した額とすること。

(2)婦人相談員活動費

厚生労働大臣が必要と認めた名1人 相談員の数に都

道府県においては年額 58, 000円 を、指定都市、中核

婦人相談員活
動強化対策費のた
めに必要な報酬
(妬 :人相談員手当

についての歳出 ル
算の節を給料又は

賃金としている場
合は、それぞれ給
料又は賃金とす
る`)、 旅費、需
用費 (消耗.II安 、
食糧費、印刷製本
費)、 役務費 (通

信運搬費)、 扶助費

5/10 I)V・

女性保
護対策
等支援
事業

婦人相

談員活

lllJl化

事業

次に よ り算出 され た額 の 合言1額

1 婦人相談員活動強化対策費

(1)婦 人相談員
「

当

厚生労働大臣が必、要と認めた婦人相談員の数の範

囲内における各月現員延数に107.000円 を乗じて算

定した額。

ただし、11人相談員を月の中j会 においてfl免 したとき

は、 L記該当額を限度として都道府県条例又は市条例

等に定める給与方法により算定した額とすること。

(2)婦 人相談員7舌 Ell費

)単牛労働大臣が必要と認めた11人相談員の数に都

道府県においては年額 58.000円 を、指定都市、中核

婦人相談員活
動強化対策費のた
めに必要な報酬
(婦 人相談員手当

についての歳出 i
算の節を給料又は

賃金としている場
合は、それぞれ給
料又は賃金とす
る。)、 旅費、需
用費 (消耗品Fr、

食糧費、日
'刷

製本
費)、 役務費(通

信運搬費)、 扶助イセ

5/10



市、児竜相談所設置市及び市においては年額49, 00

0円 を乗じて算定した額.

ただし、婦人相談員を年の中途においてイ千免 したと

き 、 その在職期‖lが 6か月未満の場合は年額の 1/2
の額とすること.

市、児童相談所設置市及び市においては年61149, 00

()円 を乗じて算 l■ した額.

ただし、婦人相談員を年の中途において任免したと

き 、 その在職期い|が 6か月未満の場合は年額の 1/2
の額とすること.

売本防
lL7舌

Ell・ I)

V対策
書ヨな

業

次により算出された額の合言1額

売イヽ防 :活 動推進等事業強化対策資

(1)1/・ 人保護啓発7舌 611事 業

A型 (東 京・人1坂 )  年額 601,000円

I,■1(北海i■・埼 |:・ 神奈川・絲岡・受無・京都・兵庫

広島・福 4・ 長崎・沖縄)

売春防
|117舌

次により算出された額の合計額

売イヽ防 11活 動推ltF等 事業強化対策費

(1)婦人f果 護啓発活動事業

A′摯 (東 京 。大阪)  年額 604,000円

Iン型 (lL海 11 埼「
・ lm奈川・静司・愛匈・京都・兵カ

広島・福司・長崎・ハ縄 )

11額  441,000円

(,′11(そ の他の県)  イ|:額 338,000円

(2)ム 1人保護施設退所者自立牛活援助事業

1施設当たり年符1 上59墜 000円 に10人 を超えた対

象者1人 につき133,620円 を乗して加)卜 し、算定した

・・
rと すること.

配 (‖1者 か ,ブ υ,暴力文l策機育L強 化事業

(1)休 日夜1嗣 11「 1相 談事業

●)休 日電話相li・

9時～18時 (81寺 樹|た 施)

月額 51,600 il

●休 1夜 ‖|‖
`分

実施

188キ ～22時  サ1額  刹

18時 2ヽ0ロ キ 月額 lL亜0旦

0平 ‖夜‖部分実施

18時 2ヽ2時  り1額  堅聾00旦

18時～20時  月額 2堕 1型]

・ I)

V対策

機能強
fヒ 事業

Ｎ
Ｏ
Ｎ

(ツ 11(そ の他 の 県 )

年額  144,000円

午額  338,000円

(2)婦人保護施設選所者 1廿 立生活援助事北

1施 設当たり年額 
…

に10人 を超えた対

象者1人 につき131.580円 を乗して珈1算 し、算定した

額とする
「

と

配lll者 からの暴力対策機育ヒ強化事業

(1)休 日夜‖l電話相談事業

(,休 日11話相談

9時～18時 (8時 出1実施)

り1符1 55,200η

●体 f々 ‖‖
`分

実施

18't～ 22時  月額 27,600円

18時～20時  月額 13,800円

(〕 平日夜‖|‖

`分
実施

18時 2ヽ2H寺  月額 19,300円

18時～20時  月額 29.6501]

婦人保護事業に

係る啓発7「 Ell事 業
を行 うために必要
な報償費、需川 lr

(消 tLn「 費、食糧
費、印刷製本費、
光熱水費)、 備rn

購入費、委言針 l、

扶助費

丸

`人

保護 施設退

所 者 自立 生活援助

事 業を行 うために

必要な報RII、 賃
金、旅費、需‖1費

(消 未[品 費、食椰
マを、日111製 本
費)、 役務費(通

言運搬 費 )

名1人 |ヨ 談所で行

'休
日夜 樹lt il本 目

名1人保護事業に

係る啓発活動事業
を行 うために必要
な報償費、需用費
(消 lt品 費、食糧

費、印刷製本貴、
光熱水費)、 備n「

購入マセ、委託料、
扶助費

缶1人ll護 施設退
所者自立■1活援lll」

事業を行 うために
必要な報酬、賃
金、旅費、需用費
(消 耗。。費、食糧

マセ、印刷製本
費)、 役務費(通

信運搬費)

丸1人 相 談所 で行

う(本 日夜 |‖ lit,千 柏
事業 を行 うため

る場 合は、それ ぞ

tttl lで 1賃 金と

事業 を行 うため
二必、要な報酬 (1ヽ

出 il)の 節 を給 11

又li賃 金 と し 〔い

に必.要 な報酬 (歳

出 ル算の節 を給||

ては賃金 と してい

る場 合は、それ ぞ

れ給お「又は 賃金 と

す る.)する.)



Ｎ
Ｏ
ω

(2)配 |ド 1名 か
',υ

)暴 力彼害イ(力 tl護 支援ネットワーク

事業

イ|イ11  800 B00111

(3)配 伸1者 か「,げ ,暴 力lH談 担 当ll員 ‖「修事業

年額 83.5301]〕

(1)中 :‖ l FII訳 者養成研修事業

年額 613.080円

(5)法 的対lL機能強化事業

年額 713,960円

llL‖ 1者 か
',の

泰
力被害者‖t護 支援
ネットワ‐ク事業
11必 要なll竹 費
旅イセ、需 |‖ 費 (消

|[品 マt、 日‖1製 本
マt)

配イド1者 か「,の 暴
力本目談担当職員″

'
1'「修に―必要な報・l

費、旅イを、需用費
(,尚 十色ハ古イヤ  「 1吊 J

製本費)、 使サ|サ 料
及び賃l‐ ||

専 用通訳者養成
l ll修 に必要な報償
費、旅費、需サ‖費

(,肖 十[品 費、「 1昴 J

製本 lr)、 役務ず:
(聯 信i軍搬費)、

イt片 11卜 及てヽ賃イ片
11、 賃金

l_t的 対応機能強
化事業に必要なt/Pt

、報償安、旅

Fを 、需用費 (消 耗
品費、印吊ltt‐ 本
費)、 役務費 (通

信運搬費)

(2)配 ‖1者 か r,″ ,暴 力被害 者保護 支l● ネ ッ トワー ク

事 業

年客li 8()()8()(,Tl

(3)配 (世|と か r,の 暴力相談
「

l当 ll員‖「修事業

イ
|:客面 79,330PI

(1)専 |‖ 1通 .Pk者 養成 |‖ 修 事業

年額 630,000円

(5)法 的 対応機 lL強化事 業

年額  713960円

配‖|を か′りの暴
力被害者保護支援
ネントワ ~`ク 事業
に必要な報/J費、
方7マセ 需用費 (lH

耗品費、日1刷製本
マ廿)

配イ‖1者 か r,の 暴
力相談担当ll員 の

研修li必 要な報償
費、旅J:、 需用費
(消 托古占でセ、「 l晰 11

製本費)、 使用料
及び賃借料

専りl通訳者養成

'「

修に必要な報償
安、旅費、需用費
(消

=こ

ハ占費、「 1珊 1

製本費)、 役務費
(通 信ir搬 士)、

使用料及び賃l‐

料、賃金

法的対応機能強

化事業に必要な報
、 報償 費、旅

費、需用費 (消耗
費、日l昴1製本

費)、 役務費 (瀬

信運搬費)




